
別紙４ 

新旧対照表 

【内国消費税事務に関する国税当局との連絡体制等について（昭和 47年７月 25日蔵関第 1278号）】 
（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

内国消費税事務に関する国税当局との連絡体制等について 

 

税関における輸入貨物に係る内国消費税に関する事務を適正、かつ、効

率的に行うため、この事務に関する税関と国税当局との間の連絡体制等に

ついて下記のように定めたので、昭和 47 年８月１日から実施されたい｡ 

 

記 

 

１・２ （省略） 

 

（削除） 

内国消費税事務に関する国税当局との連絡体制等について 

 

税関における輸入貨物に係る内国消費税に関する事務を適正、かつ、効

率的に行うため、この事務に関する税関と国税当局との間の連絡体制等に

ついて下記のように定めたので、昭和 47年８月１日から実施されたい｡ 

 

記 

 

１・２ （同左） 

 

３ この通達に基づく本省への照会等の方法 

上記１⑵イの送付及び２の照会は、業務部長の事務連絡によって行う

｡ 

 


